
陽
線

海
３

線

涼
風
線

海

阪 神 高 速 湾 岸 線

海
 洋
 緑
道

海洋緑道

海洋４号線(センター西線)

町光陽

町見潮

町浜南

町風涼

町洋海

町葉若

町光陽

町洋海

西宮市

町浜高

0 0.25 0.5 km

１：２，５００

所金料

橋川夙

橋大風潮

宅住見潮

地緑光陽

橋みゆあ

橋大風浜

園公光陽

地緑光陽

地緑水親

南浜公園

園公南見潮

地緑屋芦潮

園公西水親

校学中見潮

園稚幼見潮

苑楽喜やしあ

橋大屋芦灘東

チービ屋芦潮

市 営 南 芦 屋 浜 団 地

院病浜屋芦南

園公央中水親

屋芦ムーホイマ

）中成造地宅（

）中成造地宅（

アンビジュー芦屋

屋芦ュジーナリマ

クーパルナャキ屋芦

場理処水下浜屋芦南

線浜尾鳴・屋芦道県

線岸湾号５速高神阪

クーパルナャキ屋芦

ラィヴグンィデェウ

スニテドイサーシ屋芦

宅住層高浜屋芦南営県

トーゾリ屋芦ストクア

ザラプツーポス

ノズミ

園のらくさ設施健保人老

屋芦フイライマ

設施健保人老護介

南緑地

涼風西公園

芦屋市総合公園

ザ・レジデンス
　　　芦屋スイート

芦屋
　インターナショナル
　　　スクール

潮芦屋げんき足湯

駐車場 駐車場

駐車場

駐車場

市立潮芦屋
　　交流センター ライフガーデン潮芦屋

ライフガーデン潮芦屋

県立芦屋
　特別支援学校

エスリード
　　芦屋陽光町

芦屋マリーナ
　　　クラブハウス

中高層住宅地区１

生活利便地区

公共施設地区

低層住宅地区

親水住宅地区

センター地区

凡 例

マリーナ地区

中高層住宅地区２

業務・研究地区

地区計画区域

地
区
整
備
計
画
区
域

中高層住宅地区１

センター地区

マリーナ地区

低層住宅地区

生活利便地区

公共施設地区

公共施設地区

親水住宅地区

低層住宅地区

阪神間都市計画(芦屋国際文化住宅都市建設計画)地区計画

南芦屋浜地区地区計画　計画図

中高層住宅地区２

公共施設地区

低層住宅地区

業務・研究地区

参

考

護　岸

マリーナ水域
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町光陽

町見潮

町浜南

町風涼

町洋海

町葉若

町光陽

町洋海

町浜高

町光陽

町見潮

町浜南

町風涼

町洋海

町光陽

町洋海

0 0.25 0.5 km0 0.25 0.5 km

中高層住宅地区１

生活利便地区

公共施設地区

低層住宅地区

親水住宅地区

センター地区

凡 例

マリーナ地区

中高層住宅地区２

業務・研究地区

地区計画区域

地
区
整
備
計
画
区
域

公共施設地区

業務・研究地区

マリーナ地区

センター地区

中高層住宅地区１
生活利便地区

公共施設地区

低層住宅地区

親水住宅地区

低層住宅地区

中高層住宅地区２
低層住宅地区

公共施設地区

－今回追加する区域－今回追加する区域

公共施設地区

業務・研究地区

マリーナ地区

センター地区

中高層住宅地区１
生活利便地区

公共施設地区

低層住宅地区

親水住宅地区

低層住宅地区

中高層住宅地区２低層住宅地区

公共施設地区

中高層住宅地区１

生活利便地区

公共施設地区

低層住宅地区

親水住宅地区

センター地区

凡 例

マリーナ地区

中高層住宅地区２

業務・研究地区

地区計画区域

地
区
整
備
計
画
区
域

マリーナ地区
（約4.2ha）

（参考） ※赤字が今回変更部分 

地区整備計画区域  変更前後比較図 

変更後

区域名 備考 区域名 区域面積   備考 

低層住宅地区 約４３．２ｈａ低層住宅地区

中高層住宅地区１ 約６．５ｈａ中高層住宅地区１ 約６．５ｈａ

中高層住宅地区２ 約１．２ｈａ

親水住宅地区 約２．４ｈａ親水住宅地区 約２．４ｈａ

センター地区 約７．８ｈａセンター地区 約７．８ｈａ

マリーナ地区 約２．６ｈａマリーナ地区 約６．８ｈａ(4.2ha増)

生活利便地区 約３．３ｈａ 生活利便地区 約３．３ｈａ

業務・研究地区 約４．７ｈａ 業務・研究地区 約４．７ｈａ

公共施設地区 約４１．６ｈａ公共施設地区 約４１．６ｈａ

合 計 約１１３．３ｈａ合　計 約１１７．５ｈａ(4.2ha増)

《地区整備計画変更後》

区域拡大

区域面積

変更前

《地区整備計画変更前》

約１．２ｈａ中高層住宅地区２

約４３．２ｈａ
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縦覧結果と意見書提出状況 

１ 阪神間都市計画（芦屋国際文化住宅都市建設計画）地区計画の変更（芦屋市決定） 

都市計画南芦屋浜地区地区計画の変更 

１）地区計画等の案の作成手続きに関する条例による案の縦覧 

縦覧期間  平成２５年１１月５日(火)から平成２５年１１月１９日(火)まで 

   縦覧場所  都市建設部都市計画課 

縦覧者数  ６名 

意見書数  ２通（３１３名） 

２）都市計画法第１７条１項の規定による案の縦覧 

縦覧期間  平成２５年１２月５日(木)から平成２５年１２月１９日(木)まで 

   縦覧場所  都市建設部都市計画課 

縦覧者数  ６名 

意見書数  なし 
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南芦屋浜地区地区計画決定予定日程表（案） （芦屋市）

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

下協議（関係機関）  

◎都計審(事前説明)

　▽広報依頼 △条例縦覧広報

　    □条例縦覧(2週間)

　 　◎都計審(事前審)

▽広報依頼 　△都計法縦覧広報

　◇都計法縦覧(2週間)

 ◎都計審(本審)  

 ★決定告示 ６月議会

建築条例上程

２月１１月 １２月

地区計画の変更
(南芦屋浜地区)

備　　　　　考議       題
７月 ８月 ９月 １０月 ３月１月

-
5
2
-


